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本演題に関連して著者に開示すべき

COIはありません。



設    立： 明治２３（1890）年1月11日

所 在 地： 大阪市中央区和泉町1丁目3番8号

会    長： 乾 英夫

会 員 数： 7,633名 （令7年3月現在）

一般社団法人 大阪府薬剤師会

（大阪府薬剤師会定款 第3条）

本会は、日本薬剤師会・都道府県薬剤師会並びに大阪
府内に所在する地域及び職域の薬剤師会との連携のも
と、薬剤師の倫理の高揚及び学術の振興を図り、薬学
及び薬業の進歩発展を図ることにより、大阪府民の健
康な生活の確保・向上に寄与することを目的とする。
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【目的】

医薬品を正しく使用す
ることの大切さ、そのた
めに薬剤師が果たす
役割の大切さを一人
でも多くの方に知ってい
ただくために、毎年10
月17日～23日の一週

間、ポスターを用いた
広報や、地域住民に
向けたイベントなどの積
極的な啓発活動を通
じ、国民の保健衛生
の維持向上に寄与す
ることを目的としていま
す。

















薬剤師の需給推計

■薬剤師の需給推計（全国総数）  ※推計期間  令和2年（2020年）～令和27年（2045年）

供給推計の範囲
（43.2～45.8万人）

需要推計の範囲
（33.2～40.8万人）
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○ 薬剤師の総数としては、概ね今後10年間は、需要と供給は同程度で推移するが、将来的には、需要が業務充実により増加すると仮定した                                                                                                                             

としても、供給が需要を上回り、薬剤師が過剰になる。薬剤師業務の充実と資質向上に向けた取組が行われない場合は需要が減少し、供給との差が
一層広がることになると考えられる。
○ 本需給推計は、変動要因の推移をもとに仮定条件をおいて推計したものであり、現時点では地域偏在等により、特に病院を中心として薬剤師が充足し
ておらず、不足感が生じている。

○今後も継続的に需給推計を行い、地域偏在等への課題への対応も含めた検討に活用すべき。

供給総数（●）：機械的な推計（国家試
験合格者数が今後も近年と同程度数
に維持されると仮定）

供給総数（○）：人口減少を考慮し
た推計

需要総数（△）：業務の変動要因を
考慮した推計

需要総数（▲）：機械的な推計
（業務が現在と同様と仮定）

＜供給推計＞
•機械的な推計（●）：現在の薬剤師数の将来推計、及び今後新たなに薬剤師となる人数の推計（国家試験合格者数が今後も近年と同程度数に維持されると仮定）をもとに供給総数を推定
（推定年における年齢別死亡率も考慮）

•人口減少を考慮した推計（○）：今後の大学進学予定者数の減少予測を踏まえ、国家試験合格者が同程度の割合で減少すると仮定して供給総数を推計

＜需要推計＞

•機械的な推計（▲）：薬局業務（処方箋あたりの業務量）、医療機関業務（病床／外来患者の院内処方あたり業務量）及びその他の施設に従事する薬剤師の業務が、現在と同程度で推移する前提で推計

• 変動要因を考慮した推計（△）：薬局業務と医療機関業務が充実すると仮定した場合の推計













第５回薬剤師の養成及び資質向上等に関する検討会（令和２年12月18日）日薬提出資料





平成の30年間の変化

昭和63年度 平成30年度

処方箋受け取り率：10.6％ 74.0％ (現在80.3%）

7倍

薬 局 数： 36,142 59,613 (現在62,828）

＋2.3万（1.6倍)

薬局薬剤師数： 45,963             180,415     (現在190,735）

＋13.4万（3.9倍)

薬剤師総数：  143,429             311,289     (現在323,690）
＋16.8万（2.2倍)

薬 学 部 数 ： 46 (平成14年度まで） 74  (現在81学部）

変化の一例として、そして何故か？















１．かかりつけ薬剤師・薬局の推進 
・医薬品の適正使用に関する取組の推進
・大阪府薬剤師会学術研究カンファレンスの充実
・在宅対応薬局の推進
・地域連携薬局、専門医療機関連携薬局の推進
・薬局DXに関する知識、技術習得の支援

２．医薬品提供体制の強化
・地域単位の夜間休日対応薬局リストの整備
・無菌調剤対応薬局の推進
・電子処方箋受け入れ体制の推進
・災害時の医薬品等の提供体制の構築

令和７年度 大阪府薬剤師会分業施策



３．大阪府民への情報発信
・医薬品の適正使用の推進
・地域連携薬局、専門医療機関連携薬局、健康サポート薬局の普及

 啓発

４．地域・職域薬剤師会等との連携
     ・地域・職域薬剤師会活性化事業の推進

・地域・職域薬剤師会会員間の連携促進
・地域におけるフォーミュラリ策定の取り組みへの支援

令和７年度 大阪府薬剤師会分業施策



１．薬剤師の質の向上への支援
大阪府薬剤師会独自のシステムによる生涯研修の支援体制の構築

２．次代を担う若い薬剤師の職能を発揮できる職場環境の実現への支援
①若い薬剤師の開局支援と事業承継支援
②適切な薬局・病院等への就職支援（既卒・新卒 「大学との連携」）
③既卒薬剤師の登録・派遣（スポットも含む）
④「0402通知における薬剤師以外の従事者が実施する業務」養成、研修
⑤薬局経営に関する情報提供、研修等

大阪府薬剤師会の今後の検討として
～次世代の薬剤師の将来のために～



調剤業務のあり方について（平成31年4月2日通知）

⚫ 厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会「薬機法等制度改正に関するとりまとめ」（平成30年12月25日）において
、薬剤師の行う対人業務を充実させる観点から、医薬品の品質の確保を前提として 対物業務の効率化を図る必要があ
り、「調剤機器や情報技術の活用等も含めた業務効率化のため

に有効な取組の検討を進めるべき」とされた。

①当該薬剤師の目が現実に届く限度の場所で実施

⇒対人業務を充実させること前提

⚫ 平成31年4月に薬剤師以外の者に実施させることが可能な業務の「基本的な考え方」を示した。

（平成31年4月2日付薬生総発0402第1号厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長通知）

通知における「基本的な考え方」

⚫ 調剤に最終的な責任を有する薬剤師の指示に基づき、薬剤師以外の者が、以下のいずれも満たす業務を実施する こと
は差し支えない。（調剤した薬剤の最終的な確認は、当該薬剤師が自ら行う必要あり）

⇒調剤の責任は薬剤師

⇒薬局での手順書整備、研修実施

②薬剤師の薬学的知見も踏まえ、処方箋に基づいて調剤した薬剤の品質等に影響がなく、結果として調剤した薬剤を服用する患者に危害
の及ぶことがない
③当該業務を行う者が、判断を加える余地に乏しい機械的な作業
例）薬剤師の指示に基づき、PTPシート等に包装されたままの医薬品を、処方箋に記載された必要量を取り揃える行為・薬剤師による監
査の前に行う一包化した薬 剤の数量の確認行為

⚫薬剤師以外の者が、軟膏剤、水剤、散剤等の医薬品を直接計量、混合する行為は、たとえ薬剤師による途中の確認行
為があったとしても、引き続き不可。ただし、調剤機器を積極的に活用した業務の実施を妨げる趣旨ではない。

⚫薬局開設者は、保健衛生上支障を生ずるおそれのないよう、組織内統制を確保し法令遵守体制を整備する観点から上
記の業務を薬剤師以外の者に実施させる場合には、手順書の整備や研修の実施等の必要な措置を講じる必要がある。
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かかりつけ

薬局・薬剤
師機能

セルフメディケーション

健康支援業務

調剤業務

医療安全

適正使用

コスト適正化

地域活動

国民との協力・啓発

24時間・災害等体制

学校薬剤師・薬乱防止

在宅医療

在宅復帰・QOL確保

医療安全

コスト適正化

医薬品医療機器等法
第一条の六（国民の役割）

国民は、医薬品等を適正に使用
するとともに、これらの有効性及び
安全性に関する知識と理解を深め
るよう努めなければならない。ファースト・アクセス

ラスト・アクセスチーム・アクセス

ソーシャル・アクセス医療法 第６条の２第３項

「国民は、良質かつ適切な医療の効率
的な提供に資するよう、医療提供施設
相互間の機能の分担及び業務の連携
の重要性についての理解を深め、医療
提供施設の機能に応じ、医療に関する
選択を適切に行い、医療を適切に受け
るよう努めなければならない。」

医療介護総合確保促進法

医療計画（地域医療構想）

介護保険事業（支援）計画

薬剤師職能の推進

健康情報拠点事業

在宅医療拠点事業
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第５回薬剤師の養成及び資質向上等に関する検討会（令和２年12月18日）日本薬剤師会



薬局薬剤師DXに積極的に取り組み

１．医療用から、OTC医薬品まで、全ての医薬品に係わる職能である薬剤師

２．服薬状況等の一元的・継続的な把握、服薬指導を行い、その内容を記録し、
他の医療提供施設で診療又は調剤に従事する医師、歯科医師、薬剤師へ提
供する等連携推進することにより医薬品の安全確保とともに、医薬品の持
つ有用性を最大限に引き出すことのできる薬剤師

３．調剤という、一つのプロセスに係わる薬剤師ではなく、健康維持から、
疾病予防、治療、の全過程に係わることのできる薬剤師

薬局薬剤師の目指すべき方向は？







薬剤師を取り囲む環境変化の中で

働き方改革における医師を中心とした医療の中で貢献

医療で役立っていることが社会に理解される

自信を持って医療の進歩に参画する

薬学教育は変わらねばならない
改訂モデルコアカリキュラム
実務実習

ジェネラリスト＋専門性（知識・技能・心（外見的には態度：
火事場で水を持寄る気持ち））

科学者として→問題発見→解決



薬剤師はすべての医薬品に関し、
主体性をもって社会的責任を果たす！

医薬品に関するすべての業務、即ち、研究、開発、治験、製造、流通、試験、管理、情
報、調剤、指導、相談、販売に至るまで、すべての職域の薬剤師が一元的に責任と主体
性を持つことによって、最終的にすべての医薬品の適正使用（有効性・安全性・経済
性）を担保するとともに、公衆衛生を通じて国民が健康な一生を送れることに貢献する。

国民

すべては国民のために



ご清聴ありがとうございました。

薬のことなら、薬剤師へ。
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